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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信ネットワーク（１０）における送信のためのハイブリッド自動反復要求（ＨＡ
ＲＱ）フィードバックを生成するユーザ機器（ＵＥ、２０）における方法（９００）であ
って、
　前記ＵＥ（２０）に対するアップリンク（ＵＬ）許可において、ダウンリンク割り当て
指標（ＤＡＩ）を受信する工程（９０２）であって、前記ＵＥ（２０）は、前記ＵＥ（２
０）に対するサービングセルとして前記無線通信ネットワーク（１０）の複数の時間分割
複信（ＴＤＤ）セルを統合するキャリアアグリゲーション（ＣＡ）に従って動作する、工
程と、
　前記ＤＡＩの値と前記サービングセルの関連セットのサイズの間の最小の方に基づいて
各サービングセルに対して生成するＨＡＲＱフィードバックビットの数を決定する工程（
９０４）であって、各サービングセルの前記関連セットは、前記サービングセルのアップ
リンク／ダウンリンク（ＵＬ／ＤＬ）構成により定義され、どのＤＬサブフレームが前記
サービングセルのためのＨＡＲＱフィードバックに関連するかを示す、工程と、
　前記サービングセルの各々のための前記決定された数のＨＡＲＱフィードバックビット
を生成することに基づいて、前記ＨＡＲＱフィードバックを生成する工程（９０６）と、
を有する、方法。
【請求項２】
　各サービングセルに対して生成するＨＡＲＱフィードバックビットの数を決定する工程
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は、各サービングセルに対して、前記ＤＡＩの値と前記サービングセルに対して定義され
た前記関連セットのサイズとの間の最小の方と同じ数を設定する工程を有する、請求項１
記載の方法。
【請求項３】
　各サービングセルに対して生成するＨＡＲＱフィードバックビットの数を決定する工程
は、各サービングセルに対して、前記ＤＡＩの値と前記サービングセルに対して定義され
た前記関連セットのサイズとの間の最小の方の倍数と同じ数を設定する工程と、前記倍数
を前記サービングセルに対する前記ＵＥ（２０）のトランスポートブロック送信モードの
関数として設定する工程と、を有する、請求項１記載の方法。
【請求項４】
　前記倍数を前記サービングセルに対する前記ＵＥ（２０）のトランスポートブロック送
信モードの関数として設定する工程は、前記ＵＥ（２０）が、前記サービングセルに対す
る単一のトランポートブロック送信モードを用いて構成される場合に、前記倍数を１と設
定する工程と、前記ＵＥ（２０）が、前記サービングセルに対する２つのトランポートブ
ロック送信モードを用いて構成される場合に、前記倍数を２と設定する工程と、を有する
、請求項３記載の方法。
【請求項５】
　前記決定する工程と生成する工程は、ＨＡＲＱフィードバックビットが１つ以上の特別
サブフレーム構成を有するＤＬサブフレームの何れかに対して生成されないように、サブ
フレーム構成の値に条件付きで依存して実行される、請求項１から４のいずれか１項に記
載の方法。
【請求項６】
　前記ＵＬ許可に対応して、物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）上で前記ＨＡ
ＲＱフィードバックを送信する工程を更に有する、請求項１から５のいずれか１項に記載
の方法。
【請求項７】
　無線通信ネットワーク（１０）における送信のためのハイブリッド自動反復要求（ＨＡ
ＲＱ）フィードバックを生成するユーザ機器（ＵＥ、２０）であって、
　エアインタフェースを介して前記無線通信ネットワーク（１０）との通信を行う送信器
を有する通信インタフェース（２８）と、
　前記通信インタフェース（２８）に関連して動作可能な制御器回路（２２）であって、
　　前記ＵＥ（２０）に対するアップリンク（ＵＬ）許可において、ダウンリンク割り当
て指標（ＤＡＩ）を受信し、ここで前記ＵＥ（２０）に対するサービングセルとして前記
無線通信ネットワーク（１０）の複数の時間分割複信（ＴＤＤ）セルを統合するキャリア
アグリゲーション（ＣＡ）に従って動作し、
　　前記ＤＡＩの値と前記サービングセルの関連セットのサイズの間の最小の方に基づい
て各サービングセルに対して生成するＨＡＲＱフィードバックビットの数を決定し、ここ
で各サービングセルの前記関連セットは、前記サービングセルのアップリンク／ダウンリ
ンク（ＵＬ／ＤＬ）構成により定義され、どのＤＬサブフレームが前記サービングセルの
ためのＨＡＲＱフィードバックに関連するかを示し、
　　前記サービングセルの各々のための前記決定された数のＨＡＲＱフィードバックビッ
トを生成することに基づいて、前記ＨＡＲＱフィードバックを生成する、
ように構成された制御器回路と、
を有する、ＵＥ。
【請求項８】
　前記制御器回路（２２）は、各サービングセルに対して、前記ＤＡＩの値と前記サービ
ングセルに対して定義された前記関連セットのサイズとの間の最小の方と同じ数を設定す
ることにより、各サービングセルに対して生成するＨＡＲＱフィードバックビットの数を
決定する、請求項７に記載のＵＥ。
【請求項９】
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　前記制御器回路（２２）は、各サービングセルに対して、前記ＤＡＩの値と前記サービ
ングセルに対して定義された前記関連セットのサイズとの間の最小の方の倍数と同じ数を
設定し、前記倍数を前記サービングセルに対する前記ＵＥ（２０）のトランスポートブロ
ック送信モードの関数として設定することにより、各サービングセルに対して生成するＨ
ＡＲＱフィードバックビットの数を決定する、請求項８に記載のＵＥ。
【請求項１０】
　前記制御器回路（２２）は、前記ＵＥ（２０）が、前記サービングセルに対する単一の
トランポートブロック送信モードを用いて構成される場合に、前記倍数を１と設定し、前
記ＵＥ（２０）が、前記サービングセルに対する２つのトランポートブロック送信モード
を用いて構成される場合に、前記倍数を２と設定することにより、前記倍数を前記サービ
ングセルに対する前記ＵＥ（２０）のトランスポートブロック送信モードの関数として設
定する、請求項９に記載のＵＥ。
【請求項１１】
　前記制御器回路（２２）は、ＨＡＲＱフィードバックビットが１つ以上の特別サブフレ
ーム構成を有するＤＬサブフレームの何れかに対して生成されないように、サブフレーム
構成の値に条件付きで依存して、前記生成と決定の動作を実行する、請求項７から１０の
いずれか１項に記載のＵＥ。
【請求項１２】
　前記制御器回路（２２）は、前記ＵＬ許可に対応して、物理アップリンク共有チャネル
（ＰＵＳＣＨ）上で前記ＨＡＲＱフィードバックを送信するように構成される、請求項７
から１１のいずれか１項に記載のＵＥ。
【請求項１３】
　メモリ（２４）もしくは他のコンピュータ読み取り可能な媒体に格納された命令を含み
、ユーザ機器（ＵＥ、２０）における制御器回路（２２）により実行される場合に、前記
ＵＥ（２０）に、無線通信ネットワーク（１０）における送信のためのハイブリッド自動
反復要求（ＨＡＲＱ）フィードバックを生成させる、コンピュータプログラムであって、
前記ＨＡＲＱフィードバックを生成させることは、
　　前記ＵＥ（２０）に対するアップリンク（ＵＬ）許可において、ダウンリンク割り当
て指標（ＤＡＩ）を受信させ、ここで前記ＵＥ（２０）は、前記ＵＥ（２０）に対するサ
ービングセルとして前記無線通信ネットワーク（１０）の複数の時間分割複信（ＴＤＤ）
セルを統合するキャリアアグリゲーション（ＣＡ）に従って動作し、
　　前記ＤＡＩの値と前記サービングセルの関連セットのサイズの間の最小の方に基づい
て各サービングセルに対して生成するＨＡＲＱフィードバックビットの数を決定させ、こ
こで各サービングセルの前記関連セットは、前記サービングセルのアップリンク／ダウン
リンク（ＵＬ／ＤＬ）構成により定義され、どのＤＬサブフレームが前記サービングセル
のためのＨＡＲＱフィードバックに関連するかを示し、
　　前記サービングセルの各々のための前記決定された数のＨＡＲＱフィードバックビッ
トを生成することに基づいて、前記ＨＡＲＱフィードバックを生成させる、
ことに基づく、コンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、異なる帯域におけるアップリンク／ダウンリンク（ＵＬ／ＤＬ）構成を用い
た、バンド間時間分割複信（ＴＤＤ）キャリアアグリゲーションに対する、物理アップリ
ンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）を用いたハイブリッド自動反復要求（ＨＡＲＱ）フィー
ドバックのためのシステムおよび方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　キャリアアグリゲーションまたはＣＡは、いわゆるロングタームエヴォリューション（
ＬＴＥ）のために第３世代パートナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ）のメンバーにより
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最近開発された新しい機能の一つであり、ＬＴＥ－Ａｄｖａｃｅｄとしても知られる「Ｌ
ＴＥ　Ｒｅｌ－１０」、または単に、「Ｒｅｌ－１０」と参照される、ＬＴＥ　Ｒｅｌｅ
ａｓｅ　１０の一部として標準化されている。Ｒｅｌ－８は、ＬＴＥ規格の旧バージョン
であり、２０ＭＨｚまでの帯域幅をサポートする。これに対し、ＬＴＥ－Ａｄｖａｃｅｄ
は、１００ＭＨｚまでの帯域幅をサポートする。ＬＴＥ－Ａｄｖａｃｅｄのために配慮さ
れたかなり高いデータレートは、送信帯域幅の拡張を必要とする。
【０００３】
　Ｒｅｌ－８の移動端末との後方互換性を維持するために、Ｒｅｌ－１０において利用可
能なスペクトラムは、コンポーネントキャリアまたはＣＣと呼ばれる塊（Ｃｈｕｎｋ）に
分割され、各ＣＣは、Ｒｅｌ－８と互換性がある。ＣＡは、移動端末に、合わせて１００
ＭＨｚまでをカバーする、Ｒｅｌ－８に適合する複数のＣＣの「集約（アグリゲーション
）」を介してデータを送信することを許容することにより、ＬＴＥ　Ｒｅｌ－８システム
の限度を超えて帯域幅の拡張が可能である。このＣＡへの対処法により、旧来のＲｅｌ－
８の移動端末との互換性が保証され、一方で、旧来の移動端末が広帯域ＬＴＥ－Ａｄｖａ
ｎｃｅｄキャリアの全ての部分にスケジュールされることを可能にすることにより、Ｒｅ
ｌ－１０でサポートされるより広いキャリア帯域幅とそれ以上の帯域幅の効果的な利用も
保証される。
【０００４】
　アグリゲートされた（集約された）ＣＣの数は、個別のＣＣの帯域幅と同様に、アップ
リンク（ＵＬ）とダウンリンク（ＤＬ）の送信で異なってもよい。アグリゲートされたＣ
Ｃの構成は、ＵＬにおけるＣＣの数とＤＬにおけるＣＣの数が同じ場合に、「対称（Ｓｙ
ｍｍｅｔｒｉｃ）」と呼ばれる。したがって、ＵＬにおいてアグリゲートされたＣＣの数
がＤＬに対して異なるＣＡの構成は、非対称な構成と呼ばれる。また、地理的セルエリア
に対して構成されたＣＣの数は、所与の移動端末により見られるＣＣの数と異なってもよ
い。例えば、同じ数のアップリンクＣＣとダウンリンクＣＣが特定のエリアにおけるネッ
トワークにより提供されるとしても、移動端末は、アップリンクＣＣより多くのダウンリ
ンクＣＣをサポートしてもよい。
【０００５】
　ＬＴＥシステムは、周波数分割複信（ＦＤＤ）モード、またはＴＤＤモードの何れかに
おいて動作してもよい。ＦＤＤモードでは、ダウンリンク送信とアップリンク送信は、十
分に離れた異なる周波数帯で行われる。一方、ＴＤＤモードでは、ダウンリンク送信とア
ップリンク送信は、重ならない異なるタイムスロットで行われる。したがって、ＴＤＤは
、対になっていないスペクトラムで動作し、一方、ＦＤＤは対のスペクトラムが必要とな
る。ＴＤＤモードはまた、アップリンク送信とダウンリンクそれぞれに対して割り当てら
れるリソースの量に関し、異なる非対称性を許容する。この点で、ＴＤＤセルのＵＬ／Ｄ
Ｌの構成は、特に、所与の無線フレーム内において、ＤＬの使用とＵＬの使用のために特
定のサブフレームの割り当てを決定する。異なるＵＬ／ＤＬの構成は、異なる割合のＤＬ
とＵＬの割り当てに対応する。結果的に、ＵＬリソースとＤＬリソースは、所与のＴＤＤ
キャリアに対して非対称に割り当てられることが可能である。
【０００６】
　ＣＡのコンテキスト（ｃｏｎｔｅｘｔ）における動作に対する一つの検討事項は、ユー
ザ機器（ＵＥ）または他の移動端末がどのように制御シグナリングを無線ネットワークに
送信するか、ということである。特に、ＵＬ制御シグナリングは、ＨＡＲＱフィードバッ
クを含んでいる。ここで使われる、用語「ＨＡＲＱフィードバック」は、所与のＨＡＲＱ
フィードバックウィンドウに対して、報告されるＣＣについて移動端末から送信された、
ＨＡＲＱ－ＡＣＫビットである。ＵＬサブフレームｎにおける所与のＨＡＲＱフィードバ
ック送信に対し、ＣＡでは、各ＣＣ（サービングセル）は、ＨＡＲＱフィードバックに関
連するいくつかのＤＬサブフレームを有することができ、これは該サービングセルに対す
る関連セットとして参照される。ＣＡの構成におけるサービングセルのＵＬ／ＤＬの構成
は、これら関連セットを定義する。そして、読者は、関連セットの例の詳細のために、３
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ＧＰＰ　ＴＳ　３６．２１３　ｖｅｒｓｉｏｎ１０．５．０　Ｒｅｌｅａｓｅ１０のＴａ
ｂｌｅ１０．１．３．１－１を参照してもよい。
【０００７】
　したがって、ＣＡのコンテキストにおけるＨＡＲＱ報告について、ＣＡ構成における各
サービングセルは、サブフレームの定義されたウィンドウ内で特定の関連するＤＬサブフ
レームを有し、この開示では、用語「ＨＡＲＱフィードバックウィンドウ」は、他で言及
しない限り、ＨＡＲＱフィードバック生成に関与する全てのサービングセルに渡って行わ
れるように、生成されるＨＡＲＱに関連付けられたＤＬサブフレームの全体のセットもし
くは範囲（ｓｐａｎ）を参照する。つまり、他で言及しない限り、用語「ＨＡＲＱフィー
ドバックウィンドウ」は、所与のＨＡＲＱフィードバック事象において報告される、各サ
ービングセルの関連セットの全てに及ぶ。さらに、ここで使用される用語「ＨＡＲＱ Ａ
ＣＫ　ビット」は、そのビットの状態がＡＣＫ値、ＮＡＣＫ値、またはＤＴＸ値であるか
に関係なく、所与のＨＡＲＱフィードバックビットまたはＨＡＲＱフィードバック内のビ
ット部分を参照する。
【０００８】
　ＣＡを含まないＬＴＥ　Ｒｅｌ－８またはＲｅｌ－９に従って動作するＵＥは、単一の
ダウンリンクＣＣまたはアップリンクＣＣのみを伴って構成される。特定のダウンリンク
割り当てとして、物理下り制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）を送信するために使用される、最
初の制御チャネル要素（ＣＣＥ）の時間－周波数リソース位置は、この文脈では「Ｒｅｌ
８　ＰＵＣＣＨ」として参照されるＰＵＣＣＨ上で、対象のＵＥが対応するＨＡＲＱフィ
ードバックを送信するのに使用される動的なリソースを決定する。Ｒｅｌ８方式では、Ｐ
ＵＣＣＨは競合を発生しない。これは、所与のサブフレームに対する全てのＰＵＣＣＨは
、異なる最初のＣＣＨを使ってネットワークにより送信されるからである。したがって、
各対象のＵＥは、ＵＬにおいて異なるＣＣＥリソースを使ってＰＤＣＣＨ受信に対応する
ＨＡＲＱフィードバックを送信する。
【０００９】
　複数のサービングセル、または等価的に、複数のＣＣと関連しているＨＡＲＱフィード
バックは、ＣＡのコンテキストにおいて、より複雑になっている。ＤＬにおけるＣＡに対
し、ＵＥは、複数のＣＣにおける同時の送信に対して、複数のＨＡＲＱビットをフィード
バックしなければならない。ＰＵＣＣＨフォーマット３は、所与のＵＬサブフレームにお
いて４つよりも多いＨＡＲＱ－ＡＣＫビットをフィードバックするための効率的なメカニ
ズムを提供し、これにより、２つより多いサービングセルが関与するＣＡ構成においてＨ
ＡＲＱフィードバックに対してよい選択を示している。
【００１０】
　より詳細には、ＰＵＣＣＨフォーマット３は、ＵＥによりＵＬ共有チャネル（ＵＬ－Ｓ
ＣＨ）の送信のためも使用される、ＤＦＴプリコードＯＦＤＭを使用する。Ｒｅｌ－１０
ＣＡ　ＰＵＣＣＨでは、各ＣＣの送信モードに依存して、１つか２つのＨＡＲＱ－ＡＣＫ
ビットがＤＬ　ＣＣ毎に生成される。これらのビットと、もし存在すればスケジューリン
グ要求（ＳＲ）ビットは、セロにセットされたスケジュールされていないトランスポート
ブロックに対応するビットと合わせて、一列のビットに連結される。この列に適用される
ブロック符号化とスクランブリングは、４８ビットを生成し、これらは、ＱＰＳＫ変調さ
れ、それぞれが１２ＱＰＳＫシンボルの２つのグループに分割され、該２つのグループが
、ＨＡＲＱフィードバックが送信されるサブフレームｎの２つのスロットにおいてＵＥに
より送信される。
【００１１】
　しかしながら、ＣＡ　ＰＵＣＣＨとＲｅｌ－１０の他のＨＡＲＱフィードバックプロト
コルは、所与のＣＡ構成における全てのサービングセルは同じＵＬ／ＤＬ構成を有し、ゆ
えに同じＵＬ／ＤＬサブフレーム割り当てを有するとの仮定を前提としている。この仮定
は、例えば、前述の３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．２１４におけるＳｅｃｔｉｏｎ　１０．１．
３．１．とＴａｂｌｅ１０．１．３．１－１に説明されているような「Ｍ」パラメータの
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使用により明らかである。サービングセル又はＣＡ構成におけるＣＣの「Ｍ」パラメータ
は、生成されるＨＡＲＱフィードバックに関して、サービングセルの関連セットのサイズ
を表すと理解することができる。
【００１２】
　特に、Ｒｅｌ－１１は、異なるＵＬ／ＤＬ構成を有するキャリアをアグリゲートし、異
なる周波数帯および／または無線アクセス技術（ＲＡＴ）を有するキャリアをアグリゲー
トする柔軟性を加える。Ｒｅｌ－１１は、ゆえに、ＣＡシナリオのためにＲｅｌ－１０に
おいて導入されたＨＡＲＱフィードバックシグナリングと互換性のある、複数の新しいＨ
ＡＲＱフィードバックシナリオを導入する。
【発明の概要】
【００１３】
　一つの観点では、ここに示される教示は、ＵＬ／ＤＬ構成が、異なる帯域上の異なるＵ
Ｌ／ＤＬ構成を有するＲｅｌ－１１バンド間ＴＤＤ　ＣＡのような、ＵＥのＣＡ構成に関
わっている、Ｒｅｌ－１１に組み込まれる新しいＨＡＲＱ－ＡＣＫフィードバックの事例
に対処するために、ＰＵＣＣＨフォーマット３を再利用するシステムおよび方法を提供す
る。この開示において例を通して説明される様々な実施形態は、仕様における実質的な増
加と実装の複雑性を含まずに、Ｒｅｌ－１１　ＴＤＤ　ＣＡに対して信頼でき効率的なＨ
ＡＲＱ－ＡＣＫフィードバックを可能とする。
【００１４】
　例示的な実施形態は、ＬＴＥネットワークのような無線通信ネットワークにおける送信
のためのＨＡＲＱフィードバックを生成するＵＥにおける方法に関連する。該方法は、Ｕ
Ｅに対するサービングセルとしての無線通信ネットワークの複数のＴＤＤセルをアグリゲ
ートするＣＡ構成に従って動作するＵＥに対するＵＬ許可（ｇｒａｎｔ）において、ダウ
ンリンク割り当て指標（ＤＡＩ）を受信する工程を含む。この文脈において、ＤＡＩの値
は、ＵＥが潜在的にＨＡＲＱフィードバックを提供するサブフレームの数を示し、サービ
ングセルのセル固有の関連セットのサイズとは対照的に、セル固有の値ではない。ＵＬ許
可において示されるＤＡＩは、複数のサービングセルを渡って有効である。
【００１５】
　該方法は、さらに、ＤＡＩの値とサービングセルの関連セットのサイズとの間の最小の
方に基づいて各サービングセルに対して生成するＨＡＲＱフィードバックビットの数を決
定する工程を含む。各サービングセルの関連セットは、サービングセルのＵＬ／ＤＬ構成
により定義され、どのＤＬサブフレームがサービングセルに対するＨＡＲＱフィードバッ
クに関連するかを示す。これに応じて、該方法は、各サービングセルに対する決定された
数のＨＡＲＱフィードバックビットを生成することに基づいてＨＡＲＱフィードバックを
生成する工程を含む。該方法は、異なるＵＬ／ＤＬ構成のサービングセルに関するＲｅｌ
－１１　ＣＡ構成を考慮したとしても、ＰＵＳＣＨ上でのＨＡＲＱフィードバック送信の
ために、ＰＵＣＣＨフォーマット３をＵＥに再使用させることを可能とする。
【００１６】
　別の実施形態では、ＵＥは、無線通信ネットワークにおいて送信に対するＨＡＲＱフィ
ードバックを生成するように構成される。この例示的な構成に従えば、ＵＥは、通信イン
タフェースと、該通信インタフェースに動作可能に関連する制御器回路とを含む。通信イ
ンタフェースは、エアインタフェースを介して無線通信ネットワークと通信するように構
成され、制御器回路は、ＨＡＲＱフィードバックを生成するための有益な構成に従って動
作する。
【００１７】
　一つのそのような例示において、制御器回路は、ＵＥに対するサービングセルとしての
無線通信ネットワークの複数のＴＤＤセルをアグリゲートするＣＡ構成に従って動作する
ＵＥに対するＵＬ許可において、ＤＡＩを受信するように構成される。上述したように、
ＵＥに、ＤＡＩの値はＨＡＲＱフィードバックに関連するＤＬスケジューリング割り当て
の数を示し、サービングセルのセル固有の関連セットのサイズとは対照的に、セル固有の
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値ではない。
【００１８】
　制御器回路はさらに、ＤＡＩの値とサービングセルに対する関連セットのサイズとの間
の最小の方に基づいて各サービングセルに対して生成するＨＡＲＱフィードバックビット
の数を決定する。ここで、各サービングセルの関連セットは、サービングセルのＵＬ／Ｄ
Ｌ構成により定義され、どのＤＬサブフレームがサービングセルに対するＨＡＲＱフィー
ドバックに関連するかを示す。これに応じて、制御器回路は、サービングセルの各々に対
する決定された数のＨＡＲＱフィードバックビットを生成することに基づいてＨＡＲＱフ
ィードバックを生成するように構成される。
【００１９】
　もちろん、この技術分野の当業者は、本発明が上記の文脈や例に限定されないことを理
解し、以下の詳細な説明を読み、添付の図面を見ることにより、追加的な特徴や利点を認
識するであろう。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本教示に従って構成されたロングタームエヴォリューション（ＬＴＥ）ネットワ
ークを表す機能ブロック図である。
【図２】本教示に従って構成されたユーザ装置（ＵＥ）の例示的な構成要素を表す機能ブ
ロック図である。
【図３】例として図１のネットワークにおけるセルのＴＤＤ動作のための例示的ＵＬ／Ｄ
Ｌ構成を示す図である。
【図４】３ＧＰＰ　ＴＳ　３５．２１３のＴａｂｌｅ１０．１．３．１－１の複製であり
図３に示されるＵＬ／ＤＬ構成に従って動作するＴＤＤセルに対する関連セットを定義す
る表１を表す。
【図５】本教示に従って構成されたｅＮｏｄｅＢまたはｅＮＢを表す機能ブロック図。
【図６】ＵＬ／ＤＬ構成＃１として表１により与えられる関連セットの定義に従う、所与
のＨＡＲＱフィードバック事象のためのＤＬサブフレームのつながりを示す。
【図７】ＵＬ／ＤＬ構成＃２として表１により与えられる関連セットの定義に従う、所与
のＨＡＲＱフィードバック事象のためのＤＬサブフレームのつながりを示す。
【図８】ＣＡ構成におけるセカンダリセル（ＳＣｅｌｌ）とプライマリセル（ＰＣｅｌｌ
）のＵＬ／ＤＬ構成に基づいて、ＵＥのＣＡ構成においてセカンダリセルに対するＨＡＲ
Ｑタイミングを決定するためにＲｅｌ－１１　ＣＡにおいて使用される、表２を表す。
【図９】ＵＥに対してここに教示されるＨＡＲＱフィードバック生成の方法の一実施形態
のフロー図である。
【図１０】ここに教示されるＨＡＲＱフィードバック生成の一つ以上の実施形態に従う、
ＨＡＲＱフィードバックシグナリング方法を示すシグナリング図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　図１は、ここで示される教示の一つ以上の実施形態における使用に対して検討された、
最新の無線通信ネットワークの代表的な例を示している。特に、ネットワーク１０は、３
ＧＰＰにより公表されたＬＴＥ規格に従って描かれたものである。図示されるように、ネ
ットワーク１０は、ＬＴＥのコンテキストでは「進化型（ｅｖｏｌｖｅｄ）パケットコア
」であるコアネットワーク１２、ＬＴＥに対するＥ－ＵＴＲＡＮ（Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎ
ｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ
）として表される無線アクセスネットワーク１４を含む。
【００２２】
　コアネットワーク１２は、移動管理要素（ＭＭＥ）とシグナリングゲートウェイ（Ｓ－
ＧＷ）の機能性を有する。また、無線アクセスネットワーク１４は、ＬＴＥコンキストで
はｅｖｏｌｖｅｄ　ＮｏｄｅＢｓ、またはｅＮｏｄｅＢ、または単にｅＮＢとして参照さ
れる複数の基地局１８を含む。ｅＮＢ１８は、「Ｘ２」インタフェースとして参照される
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物理インタフェースを介して互いに通信可能に接続する。さらに、ｅＮＢ１８は、「Ｓ１
」インタフェースとして参照される物理インタフェースを介してＭＭＥ／Ｓ－ＧＷ１６と
通信を行う。
【００２３】
　ｅＮＢ１８はまた、図に表されるように、ユーザ機器（ＵＥ）２０により表されるユー
ザ端末の１つ以上と通信を行う。それらの通信に関しては、各ｅＮＢ１８は、１つ以上の
「セル」を提供、または管理する。１つのｅＮＢ１８に関連する複数のセルは、地理的エ
リアに関し、部分的に、または全体的に重なってもよい。同様に、隣接するｅＮＢ１８に
関連するセルは、それぞれの境界において、少なくとも部分的に重なってもよい。この技
術分野においてよく理解されているように、セルは、特定の地理的エリアを介して特定の
無線リソースの割り当てとして理解されてもよい。例えば、所与のｅＮＢ１８は、２つの
セルに対し、例えば異なる周波数バンドまたは周波数サブバンドである、異なるキャリア
を使用することにより、部分的に、または全体的に重なる２つのセルを提供することがで
きる。区別することが、明確にするために必要でなければ、用語「サービングセル」は、
ここで関心のあるＣＡのコンテキストにおける「コンポーネントキャリア」または「ＣＣ
」と同じ意味で使用される。
【００２４】
　考察をより簡単にするために、図１は一つのＵＥ２０のみが示されている。もちろん、
ネットワーク１０によりサポートされるＵＥ２０は多数存在してもよいし、同様に、ネッ
トワーク１０は、追加的なｅＮＢ１８やＭＭＥ／Ｓ－ＧＷ１６や、認証、アクセス制御、
アカウンティング等のためといった、図示されていない他の多様な要素を含んでもよい。
理解のための追加的な点として、用語「ＵＥ」は、セルラー電話や、限定されない他の無
線コンピューティングデバイスと共に、ネットワーク１０内で動作するように構成された
あらゆる無線機器や装置を原則的に含む、広い解釈が与えられるべきである。
【００２５】
　特定の周波数、単一のタイプ／構成、タイミング、プロトコル等により定義される無線
アクセスネットワーク１４は、ＵＥ２０とｅＮＢ１８に通信可能につながる、エアインタ
フェースを提供する。ｅＮＢ１８は、ＵＥ２０のために、コアネットワーク１２へのアク
セスと、コアネットワークが通信可能に結合する他のシステムやネットワークとのアクセ
スを提供する。
【００２６】
　図２は、本教示の１つ以上の実施形態に従って動作するように構成された例示的なＵＥ
２０の構成を示す機能ブロック図である。図においてわかるように、例示的なＵＥ２０は
、プログラマブル制御器２２、メモリ２４、ユーザＩ／Ｏインタフェース２６、及び通信
インタフェース２８を含む。ユーザＩ／Ｏインタフェース２６は、ユーザがＵＥ２０と関
わるために必要な要素を提供し、その詳細は、この考察において特に重要ではない、ＵＥ
２０の意図された使用や特徴に依存する。
【００２７】
　通信インタフェース２８は、エアインタフェースを介して無線通信ネットワーク１０と
の無線通信をサポートする送信器と受信器である、送受信器を含む。すなわち、通信イン
タフェース２８は、適切なエアインタフェース上でネットワーク１０におけるｅＮＢ１８
との通信を提供する。１つ以上の実施形態では、エアインタフェースは、ＬＴＥに基づく
エアインタフェースであり、通信インタフェースは、例えばＲｅｌ－１１に従うＬＴＥ仕
様に従って動作するように構成される。メモリ２４は、この技術分野で知られている固体
メモリやコンピュータ読み取り可能な媒体を含んでもよい。そのような媒体の好ましい例
は、ＲＯＭ、ＤＲＡＭ、ＦＬＡＳＨ、または、光学の媒体や磁性の媒体のようなコンピュ
ータ読み取り可能な媒体として動作可能な機器を含むが、これらに限定されない。もちろ
ん、ＳＲＡＭのような作業メモリも、プログラマブル制御器２２に、またはプログラマブ
ル制御器２２にアクセス可能に含まれてもよい。
【００２８】
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　プログラマブル制御器２２は、「制御器回路」としても参照され、一つ以上のマイクロ
プロセッサ、ハードウェア、ファームウェア、もしくはこれらの組み合わせにより実装さ
れ、一般的に、適切な規格に従うＵＥ２０の動作と機能を制御する。そのような動作と機
能は、上述したように、ｅＮＢ１８と通信することを含むが、これに限定されない。これ
に関し、プログラマブル制御器２２は、ここに記載される機器側の方法や、あらゆる変形
や拡張を実行するためにメモリに保存されるロジックと命令を実行するように構成されて
もよい。特に、コンピュータプログラムの命令実行を介してプログラムで構成されるか、
回路を介して構成されるかであろうとなかろうと、例示的なＵＥ２０は、本教示に従って
ＨＡＲＱフィードバックを生成するように構成されると理解されるだろう。
【００２９】
　一つの例に従えば、異なるバンドにおいて異なるＵＬ／ＤＬ構成を有するバンド間ＴＤ
Ｄ　ＣＡのような、Ｒｅｌ－１１において直面する新しいＨＡＲＱフィードバックの問題
に対処するために、ＣＡ　ＰＵＣＣＨのためにＲｅｌ－１０において使用されるＰＵＣＣ
Ｈフォーマット３を再使用することをＵＥ２０に許容するという形で、ＵＥ２０は、ネッ
トワーク１０において送信のためのＨＡＲＱフィードバックを生成するように構成される
。この例により表される実施形態と、ここに開示される他の実施形態は、仕様における実
質的な増加や実装の複雑性を排除して、Ｒｅｌ－１１　バンド間ＴＤＤ　ＣＡのような、
異なるＵＬ／ＤＬ構成を有するサービングセルのＣＡ構成を含む、Ｒｅｌ－１１における
新しいＨＡＲＱフィードバックシナリオのために、信頼できて効果的なＨＡＲＱ－ＡＣＫ
フィードバックを可能とする。
【００３０】
　これらの利点をよく理解するために、ＬＴＥネットワークにおけるセルのＴＤＤ動作の
ために定義された７つのＵＬ／ＤＬ構成を描いた図３を考える。ＬＴＥ無線フレームは１
０ミリ秒で、各フレームはそれぞれが１ミリ秒のサブフレームを１０個有する。この技術
分野の当業者であれば、各ＬＴＥサブフレームは、それぞれが０．５ミリ秒の２つのスロ
ットを含み、各スロットは標準のサイクリックプリフィックス（ＣＰ）か拡張ＣＰが使用
されるかに基づいて、６個か７個の直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）シンボル時間に及ぶ
ことを理解するだろう。この図から、各ＵＬ／ＤＬ構成は、ＤＬ使用とＵＬ使用に対する
特定のサブフレームの割り当てを定義し、また、ＤＬ部ではＤｗＰＴＳと略され、ＵＬ部
ではＵｐＰＴＳと略される、「特別な」サブフレームを含むことがわかる。ガード部分ま
たはＧＰは、特別なサブフレームのＤＬ部とＵＬ部を分けている。
【００３１】
　ＬＴＥ　Ｒｅｌ－８は、ＨＡＲＱフィードバックが生成されるＤＬサブフレームに関連
する所定の部分を有するＵＬサブフレームにおいて、ＰＤＳＣＨの復号のためのＨＡＲＱ
フィードバックをＵＥが提供すると規定している。特に、物理ダウンリンク制御チャネル
（ＰＤＣＣＨ）の検出により指示されたＰＤＳＣＨ送信がある場合、または、サブフレー
ムｎ－ｋ（ｋは、いわゆる関連セットＫ＝｛ｋ０，ｋ１，・・・，ｋＭ－１｝内である）
内でＰＤＣＣＨが半持続性（Ｓｅｍｉ－Ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｔ）スケジューリング（ＳＰ
Ｓ）を取り除くことを指示する場合に、ＵＥは、ＵＬサブフレームｎにおいてＰＵＣＣＨ
上でそのようなＨＡＲＱフィードバックを送信する。本開示において先に示したように、
関連セットはＵＬサブフレームｎにおける送信のために生成されるＨＡＲＱフィードバッ
クに関連付けられるＤＬサブフレームを定義すると理解されることができる。図４に示さ
れるような表１は、図４に示される異なるＵＬ／ＤＬ構成に対してＴＳ３６．２１３にお
いて規定されるような関連セットを示しており、３ＧＰＰ　ＴＳ３６．２１３におけるＴ
ａｂｌｅ１０．１．３．１－１の複製である。
【００３２】
　関連セットＫのサイズは、Ｍによって示される。Ｒｅｌ－１０において、パラメータＭ
は、ＰＵＣＣＨリソースとＨＡＲＱフィードバックのためのシグナリングを決定するため
に使用される。パラメータＭは、異なるサブフレームと異なるＵＬ／ＤＬ構成のセルにお
いて異なる値をとってもよい。しかしながら、述べたように、ＣＡのコンテキストに対し
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、Ｒｅｌ１０は、全てのアグリゲートされたサービングセルは同じＵＬ／ＤＬ構成を有す
ることを想定している。ゆえに、所与のサブフレームに対して、Ｍパラメータは、Ｒｅｌ
－１０ＣＡにおいてＵＥのためのサービングセルとして構成された全てのＣＣに渡って同
一の値である。
【００３３】
　ＤＬサブフレーム関連セットをよりよく理解するために、ＵＬ／ＤＬ構成＃１に従うＵ
Ｌサブフレーム７に対するＫ＝｛７、６｝を示す表１を考察する。これは、サブフレーム
７－７＝０と７－６＝１において、ＵＥに送信されたＰＤＳＣＨに対する可能性のあるＨ
ＡＲＱフィードバックビットを運ぶことに対応している。この配置は、各フレームにおい
て０から９が付された１０サブフレームの連続した２つのＬＴＥフレームを表す図６に示
されている。ＵＬ／ＤＬ構成＃１について、ＤＬサブフレーム０と１からＵＬサブフレー
ム７を指す矢印は、ＵＬサブフレーム７において送信されたＨＡＲＱフィードバックは、
ＤＬサブフレーム０と１のためのものであることを示すことがわかる。そして、図６にお
けるＵＬサブフレーム７に対し、ＨＡＲＱフィードバックウィンドウは、そのために定義
された関連セットに従ったＵＬサブフレーム７に関連する２つのＤＬサブフレーム０と１
に及ぶ。この場合では、Ｍ＝２と理解されるだろう。すなわち、関連セットのサイズは、
最初に「フレームｉ」として図示されたフレームではＵＬサブフレーム７に対して２であ
る。図においてはまた、「Ｄ」はＤＬサブフレーム、「Ｕ」はＵＬサブフレーム、「Ｓ」
は特別サブフレームを示す。
【００３４】
　同様の例において、図７は、構成＃２に従って、フレームｉ＋１におけるＵＬサブフレ
ーム２がＫ＝｛８，７，４，６｝により定義された関連セットを有することを表し、これ
は、前のフレームであるフレームｉのサブフレーム４、５、６および８において送信され
たＰＤＳＣＨに対する可能性のあるＨＡＲＱフィードバックを運ぶことに対応する。この
配置は、関連するＤＬサブフレームからＵＬサブフレーム２への矢印として表されている
。それに応じて、フレームｉ＋１におけるＵＬサブフレーム２に対してはＭ＝４であるこ
とが理解されるだろう。すなわち、関連セットのサイズは、４に等しく、関連するＨＡＲ
Ｑフィードバックウィンドウは、関連するＤＬサブフレームの全てを含む。
【００３５】
　同様のタイミング関係は、Ｒｅｌ－１０とＲｅｌ－１１におけるＣＡ動作に対して拡張
される。Ｒｅｌ－１１では、プライマリセル（ＰＣｅｌｌ）とセカンダリセル（ＳＣｅｌ
ｌ）をアグリゲートする場合について、ＳＣｅｌｌ　ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱタイミングは
、図８に示される表２において与えられるＳＣｅｌｌ　ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱタイミング
参照構成数に基づいて決定される。理解されるように、表における用語「ＳＩＢ」は、「
システム情報ブロック」を参照している。
【００３６】
　表２において与えられるＳＣｅｌｌ　ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱタイミング参照は、ＳＣｅ
ｌｌにおいて送信されたＰＤＣＣＨと共にＳＣｅｌｌがスケジュールされる場合、すなわ
ちＳＣｅｌｌが自己スケジューリングセルである場合に使用される。同様な種類のＳＣｅ
ｌｌ　ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱタイミング参照構成数は、相互スケジューリングされたＳＣ
ｅｌｌの場合にも定義されることができる。ここに示される教示は、そのような場合にも
適用可能である。ＵＥのＣＡ構成は３つ以上のサービングセルを含む場合には、サービン
グＳＣｅｌｌの各々のＳＣｅｌｌ　ＰＤＳＣＨ　ＨＡＲＱタイミングは、表２に従うＰＣ
ｅｌｌと関係するＳＣｅｌｌのＵＬ／ＤＬ構成に基づいて、別々に決定される。
【００３７】
　上記の文脈を考慮すると、本発明の１つ以上の実施形態は、異なる値のＭパラメータを
有するＣＣを含むＲｅｌ－１１ＣＡ構成シナリオにおいて、ＰＵＣＣＨフォーマット３の
有利な再利用を提供する。そのような再利用は、Ｒｅｌ－１０におけるＣＡ　ＰＵＣＣＨ
のために確立されたＣＡ－ＰＵＣＣＨプロトコルに関連して実質的にトランスペアレント
であるように、または、これらの規格に関して少なくとも最小限に破壊的であり、同様に
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、ＵＥ上で最小限の追加的な複雑性を課すように実行される。
【００３８】
　一つの実施形態では、図２の例示的な構成に示されるように、ＵＥ２０は、ネットワー
ク１０において送信のためのＨＡＲＱフィードバックを生成するように構成される。通信
インタフェース２８は、エアインタフェースを介してネットワーク１０と通信する送信器
と、通信インタフェース２８に関連して動作可能で、ＵＥ２０に対するＵＬ許可において
ＤＡＩを受信するように構成された制御器２２と、を有する。ここで、ＵＥ２０は、ＵＥ
２０に対するサービングセルとして無線通信ネットワーク１０の複数のＴＤＤセルをアグ
リゲートするＣＡ構成に従って動作する。そのＣＡ構成は、サービングセルの全てが同じ
ＵＬ／ＤＬ構成を有さないＲｅｌ－１１のＣＡ構成であると仮定してもよい。また、述べ
たように、ＤＡＩの値はＨＡＲＱフィードバックに関連したＤＬスケジューリング割り当
ての数を示し、ＤＡＩがセル固有の値ではないことが繰り返されるべきである。
【００３９】
　この実施形態について例示的な構成の詳細に続いて、制御器回路２２は、ＤＡＩの値と
サービングセルに対する関連セットのサイズの最小の方に基づいて、各サービングセルに
対して生成するＨＡＲＱフィードバックビットの数を決定するようにさらに構成される。
別途述べたように、各サービングセルの関連セットは、サービングセルのＵＬ／ＤＬ構成
により定義され、どのＤＬサブフレームがサービングセルに対するＨＡＲＱフィードバッ
クに関連付けられるがを示す。制御器回路２２は、サービングセルの各々に対する決定さ
れた数のＨＡＲＱフィードバックビットを生成することに基づいて、ＨＡＲＱフィードバ
ックを生成するように、さらに構成される。
【００４０】
　一つの例において、各サービングセルに対して生成するＨＡＲＱフィードバックビット
の数を決定する制御器回路２２は、ＤＡＩの値とサービングセルに対して定義された関連
セットのサイズの最小の方と等しい数を設定するように構成される。別の例示的な実施形
態、または異なる条件下であるが同じ実施形態において、制御器回路２２は、ＤＡＩの値
とサービングセルに対して定義された関連セットのサイズの最小の方と等しい数の倍数と
等しい数に設定し、その倍数をサービングセルに対するＵＥ２０のトランスポートブロッ
ク送信モードの関数として設定することにより、各サービングセルに対して生成するＨＡ
ＲＱフィードバックビットの数を決定するように構成される。例示的な構成におけるＵＥ
２０は、ＵＥ２０がサービングセルに対して単一のトランスポートブロック送信モードを
用いて構成される場合に、その倍数を１に設定し、ＵＥ２０がサービングセルに対して２
つのトランスポートブロック送信モードを用いて構成される場合に、その倍数を２に設定
する。
【００４１】
　同じ実施形態、または別の実施形態において、制御器回路２２は、ＨＡＲＱフィードバ
ックビットが１つ以上の定義された特別サブフレーム構成を有するＤＬサブフレームのい
ずれかに対して生成されないように、サブフレーム構成の値に基づいて、条件付きで、Ｈ
ＡＲＱフィードバック生成のために、上述した決定動作と生成動作を実行するように構成
される。
【００４２】
　同じ実施形態、または別の実施形態において、制御器回路２２は、ＵＬ許可に対応する
ＰＵＳＣＨ上でＨＡＲＱフィードバックを送信するように構成される。そのような送信の
一つの例では、制御器回路２２は、含まれるサービングセルの異なるＵＬ／ＤＬ構成を含
むＲｅｌ－１１　ＣＡ構成に対するＨＡＲＱフィードバックを報告するために、ＰＵＣＣ
Ｈ　フォーマット３を再利用する。
【００４３】
　関連する実施形態では、コンピュータプログラムは、メモリ２４または他のコンピュー
タ読み取り可能な媒体に格納された命令を含み、制御器回路２２により実行された場合に
、ＵＥ２０を（ａ）ＵＥ２０に対するサービングセルとしてネットワーク１０の複数のＴ
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ＤＤセルをアグリゲートするＣＡ構成に従ってＵＥ２０が動作する場合について、ＵＥ２
０のためのＵＬ許可においてＤＡＩを受信する、（ｂ）ＤＡＩの値とサービングセルに対
する関連セット（各サービングセルの関連セットはサービングセルのＵＬ／ＤＬ構成によ
り定義され、ＤＬサブフレームサービングセルに対するＨＡＲＱフィードバックに関連付
けられることを示す）のサイズの間の最小の方に基づいて各サービングセルに対して生成
するＨＡＲＱフィードバックビットの数を決定する、（ｃ）サービングセルの各々に対す
る決められた数のＨＡＲＱフィードバックビットを生成することに基づいてＨＡＲＱフィ
ードバックを生成する、ように構成することに基づいて、ＵＥ２０をネットワーク１０に
おいて送信のためのＨＡＲＱフィードバックを生成するように構成する。
【００４４】
　図示された例示的なネットワーク１０のコンテキストにおいて、所与のｅＮＢ１８は、
所与のＵＥ２０から、上記の例に従って有利に生成されたＨＡＲＱフィードバックを受信
する。それに応じて、図５は、ここに教示される一つ以上の実施形態に従うネットワーク
側の動作を実行するように構成された例示的なｅＮＢ１８の機能ブロック図を示す。例示
的なｅＮＢ１８は、プログラマブル制御器３０、通信インタフェース３２、およびメモリ
３４を有する。通信インタフェース３２は、例えば、ＬＴＥシステムまたは他の同様のシ
ステムにおいて動作するように構成された送信器と受信器を含む。この技術分野では知ら
れているように、送信器と受信器は、図示されていないが、１つ以上のアンテナと連結し
ており、ＬＴＥに基づくエアインタフェースを介してＵＥ２０と通信を行う。メモリ３４
は、メモリ２４は、この技術分野で知られている固体メモリやコンピュータ読み取り可能
な媒体を含んでもよい。そのような媒体の好ましい例は、ＲＯＭ、ＤＲＡＭ、ＦＬＡＳＨ
、または、光学の媒体や磁性の媒体のようなコンピュータ読み取り可能な媒体として動作
可能な機器を含む。
【００４５】
　プログラマブル制御器３０は、ＬＴＥ規格に従って、ｅＮＢ１８の動作を制御する。制
御器３０の機能は一つ以上のマイクロプロセッサ、ハードウェア、ファームウェア、もし
くはこれらの組み合わせにより実装されてもよく、ここに記述されるネットワーク側の処
理を実行することを含んでもよい。従って、制御器３０は、メモリ３４に格納されたロジ
ックや命令に従って、ＵＥ２０と通信するように、また、ここに教示されるようなＨＡＲ
Ｑフィードバックに関連する処理のネットワーク側の側面を実行するように構成されても
よい。これらの教示に従う例示的な構成において、ｅＮＢ１８は、ＵＥ２０がここに示さ
れるデバイス側の教示に従って生成する合計のＨＡＲＱ－ＡＣＫビットの量のみを受信し
ようとする。ｅＮＢ１８におけるこの構成は、ゆえに、ＨＡＲＱフィードバックがデータ
かＣＳＩのいずれかと多重される場合にＰＵＳＣＨにおけるリソースを確保し、ＰＵＳＣ
Ｈ上でのデータのより高いコードレートを許容する。
【００４６】
　ここ示される教示のデバイス側の側面に戻り、上述の例の方法で示されたように、制御
器回路２２の有利な構成は、特に、ＰＵＣＣＨフォーマット３が、異なるＭパラメータの
サービングセルを含むＲｅｌ－１１　ＣＡ　ＰＵＣＣＨに対して使用されることを許容す
る。例示的な実施形態において、制御器回路２２は、ＤＡＩの値とサービングセルに対す
る関連セットのサイズの間の最小の方に基づいて、各サービングセルに対して生成するＨ
ＡＲＱフィードバックビットの数を決定し、該サービングセルの各々に対する、決定され
た数のＨＡＲＱフィードバックビットを生成することに基づいて、ＨＡＲＱフィードバッ
クを生成するように構成される。
【００４７】
　上記に詳述した生成規則の例示的な実施形態において、制御器回路２２は、ＤＡＩの値
とサービングセルに対して定義された関連セットのサイズの間で最小の方と等しい数に、
各サービングセルに対して設定することにより、各サービングセルに対して生成するＨＡ
ＲＱフィードバックビットの数を決定するように構成される。従って、この実施形態にお
いて、ＤＡＩの値と、サービングセルｃに対する関連セットのサイズの最小の方に基づい
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て、各サービングセルｃに対して生成するＨＡＲＱビットの数を決定することは、ＤＡＩ
とサービングセルｃに対する関連セットの間の小さい方としての数を決定することを意味
する。ＵＥ２０に対するＵＬ許可において受信されるようなＤＡＩの値がＷＤＡＩ

ＵＬと
表され、サービングセルｃに対する関連セットのサイズがＭｃで表される場合、この実施
形態におけるＨＡＲＱフィードバック生成規則は、
　　サービングセルｃに対するＨＡＲＱ－ＡＣＫビット数　
　　　　　　　　　　　　　　　＝　ｍｉｎ(ＷＤＡＩ

ＵＬ，Ｍｃ)
と表される。例として、所与のＨＡＲＱフィードバック事象と所与のサービングセルｃが
含まれる事象では、ＷＤＡＩ

ＵＬ＝２、Ｍｃ＝１と仮定される。このとき、Ｍｃが最小の
ため、上述の生成規則は、Ｍｃパラメータに基づく。逆に、ＷＤＡＩ

ＵＬ＝１、Ｍｃ＝２
と仮定する。このとき、ＷＤＡＩ

ＵＬが最小のため、上述の生成規則は、ＷＤＡＩ
ＵＬに

基づく。ＷＤＡＩ
ＵＬとＲｅｌ－１１のコンテキストにおけるＤＡＩの他の側面に関する

包括的な詳細について、読者は、３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．２．１．３バージョン１１．１
．０における７．３節を参照してもよい。
【００４８】
　他の例では、制御器回路２２は、各サービングセルｃに対して、ＤＡＩの値とサービン
グセルに対して定義された関連セットのサイズとの間の小さい方の倍数に等しい数に設定
することで、各サービングセルｃに対して生成するＨＡＲＱフィードバックビットの数を
決定する。この例では、制御器回路２２は、各サービングセルｃに対して、ＵＥ２０のた
めに構成されたＤＬ送信モードに対して可能である複数のトランスポートブロックの関数
として、その倍数を設定する。このアプローチの一つの例では、ＵＥ２０が、サービング
セルに対するＤＬ送信モードについて、単一のトランスポートブロックで構成される場合
、該倍数は１に設定され、ＵＥ２０が、サービングセルに対するＤＬ送信モードについて
、２つのトランスポートブロックで構成される場合、該倍数は２に設定される。
【００４９】
　上記の処理の少なくともいくつかの実施形態において、制御器回路２２は、ＨＡＲＱフ
ィードバックビットが１つ以上の定義された特別サブフレーム構成を有するＤＬサブフレ
ームのいずれかに対して生成されないように、サブフレーム構成の値に基づいて、条件付
きで、上述した決定動作と生成動作を行うように構成される。ＵＬ／ＤＬ構成の定義の例
と特別フレームの構成例について、図３に戻って参照する。
【００５０】
　例として、制御器回路２２は、ＵＥ２０によって受信されたＵＬ許可に従って、ＰＵＳ
ＣＨ上で、上記の生成規則に従って生成されるＨＡＲＱフィードバックを送信するように
構成される。すなわち、少なくとも１つの例において、ＵＥ２０は、ＰＵＣＣＨフォーマ
ット３を再利用する、Ｒｅｌ－１１ＣＡ構成に対して、ＨＡＲＱフィードバックを送信す
るための上述のＨＡＲＱフィードバック生成規則を利用する。ここで、制御器回路２２は
、対応するＵＬ許可においてＤＡＩを受信した。
【００５１】
　ここに示される教示の別の実施形態において、図９は、ネットワーク１０における送信
のためのＨＡＲＱフィードバックを生成する方法９００を表している。方法９００は、Ｕ
Ｅ２０において実装されてよく、例えば、制御器回路２２の構成を介して実装されてよい
。示された例によれば、方法９００は、ＵＥ２０に対するサービングセルとして無線通信
ネットワーク１０の複数のＴＤＤセルをアグリゲートするＣＡ構成に従って動作するＵＥ
２０に対するＵＬ許可においてＤＡＩを受信する工程（ブロック９０２）、ＤＡＩの値と
サービングセルに対する関連セット（各サービングセルの関連セットは、サービングセル
のＵＬ／ＤＬ構成により定義され、ＤＬサブフレームが、サービングセルに対するＨＡＲ
Ｑフィードバックに関連付けられることを示す）との間の最小の方に基づいて、各サービ
ングセルに対して生成するＨＡＲＱフィードバックビットの数を決定する工程（ブロック
９０４）、サービングセルの各々に対する決定された数のＨＡＲＱフィードバックを生成
することに基づいてＨＡＲＱフィードバックを生成する工程（ブロック９０６）、および
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、例えばＰＵＣＣＨフォーマット３を用いて、生成されたＨＡＲＱ－ＡＣＫビットを送信
する工程（ブロック９０８）、を有する。
【００５２】
　これに応じて、図１０は、ネットワーク１０におけるＵＥ２０とｅＮＢ１８との間の例
示的なシグナリングを表す、単一のフロー図である。図１０は、ゆえに、方法９００に関
連する例示的なコンテキストを表すものと理解することができる。
【００５３】
　ここに示される一つの実施形態に従って構成されるＵＥ２０に対する動作の例示的なシ
ナリオを考える。例えば、ＵＥ２０が、ＨＡＲＱフィードバックが生成される１つ以上の
ＤＬサービングセルが異なる値のＭパラメータである、Ｒｅｌ－１１ＣＡ構成に伴って動
作することを仮定してもよい。さらに、ＵＥ２０が、ＵＥ２０に対するＵＬ許可に対応す
るＰＵＳＣＨ上でのＨＡＲＱフィードバックを送信すること、ＵＬ／ＤＬ構成０が、報告
されるサービングセルのいずれかに対して使用中ではないこと、および、ＵＥ２０が、Ｄ
Ｌサブフレームに対する全ての対応する個別のＨＡＲＱ－ＡＣＫビットの論理積の動作を
実行することに基づいて、所与のセルに対するＤＬサブフレーム内の複数のコードワード
に渡って空間のＨＡＲＱ－ＡＣＫを束ねる（ｂｕｎｄｌｉｎｇ）ことを適用する、ことを
仮定してもよい。ここで、ＵＥ２０は、ＣＡ構成において、サービングセルごとにｍｉｎ
(ＷＤＡＩ

ＵＬ，Ｍｃ)のＨＡＲＱ－ＡＣＫビットを生成し、ここで、Ｍｃはｃ番目のサー
ビングセルに対するＭパラメータを示し、ＷＤＡＩ

ＵＬは、ＵＬ許可におけるＵＥ２０に
より受信される。
【００５４】
　別の例のシナリオであって、ＵＥ２０が、ＤＬサブフレーム内の複数のコードワードに
渡って空間のＨＡＲＱ－ＡＣＫを束ねることを適用しない、シナリオを考える。ここで、
ＵＥ２０に対して単一のトランスポートブロックをサポートするＤＬ送信モードで構成さ
れる各ＤＬサービングセルに対して、ＵＥ２０は、ｍｉｎ(ＷＤＡＩ

ＵＬ，Ｍｃ)のＨＡＲ
Ｑ－ＡＣＫビットを生成する。ＵＥ２０に対して２つのトランスポートブロックをサポー
トするＤＬ送信モードで構成されるＵＥ２０の各ＤＬサービングセルに対して、ＵＥ２０
は、２×ｍｉｎ(ＷＤＡＩ

ＵＬ，Ｍｃ)のＨＡＲＱ－ＡＣＫビットを生成する。
【００５５】
　上述のシナリオに対し、ＵＥ２０は、生成されたＨＡＲＱ－ＡＣＫビットから、通常の
サイクリックプリフィックスについて、構成０と５の特別サブフレームに対応するビット
を、拡張サイクリックプリフィックスに対して構成０と４の特別サブフレームに対応する
ビットを除外するようにさらに構成されてもよい。ＵＥ２０がｍｉｎ(ＷＤＡＩ

ＵＬ，Ｍ

ｃ)に従って動作しない場合に、ＵＥ２０がｃ番目のサービングセルに対してＭｃ個以上
のＨＡＲＱ－ＡＣＫビットを生成するのであれば、生成された追加のＨＡＲＱ－ＡＣＫビ
ットが、ＮＡＣＫ、または不連続送信（ＤＴＸ）のいずれかに設定することができる。
【００５６】
　別の例では、ＵＥ２０は、ＰＵＣＣＨフォーマット３の送信、または、ＵＬ許可に基づ
かないＰＵＳＣＨ送信について、各サービングセルｃに対して、ＭｃのＨＡＲＱ－ＡＣＫ
ビットを生成するように構成されてもよい。ＵＬ許可に基づくＰＵＣＣＨフォーマット３
送信に対して、ＵＥ２０は、ＨＡＲＱフィードバックが生成される対象のＤＬサービング
セルごとにｍｉｎ(ＷＤＡＩ

ＵＬ，Ｍｃ)のＨＡＲＱ－ＡＣＫビットを生成する。再び、Ｗ

ＤＡＩ
ＵＬは、全てのサービングセルに渡る全てのＨＡＲＱ－ＡＣＫフィードバックウィ

ンドウ内で、ＵＥ２０に対するスケジュールされたＤＬサブフレームの数を示す数である
。
【００５７】
　特に、この技術分野の当業者は、開示された発明の改良や他の実施形態を、前述の記載
と関連する図面に表された教示の利益を有して、想到するだろう。ゆえに、本発明は、開
示された特定の実施形態に限定されず、該改良と他の実施形態が、この開示の範囲内に含
まれると意図されることを、理解するだろう。ここでは、特定の用語が使用されてもよい
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が、それらは、一般的で記述的な意味でのみ使用され、限定の目的のために使用されない
。

【図１】 【図２】
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